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資料４  

○教育大綱について 

 

※参考：平成 26年 7月 17日付 26文科初第 490号文部科学省初等中等教育局長通知『地

方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について（通知）』 

 

 

１ 教育大綱について 

 

（１）大綱の定義 

ア 大綱は、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、

その目標や施策の根本となる方針を定めるものであり、詳細な施策について策定する

ことを求めているものではないこと。 

イ 大綱は、教育基本法に基づき策定される国の教育振興基本計画における基本的な方

針を参酌して定めることとされている。「参酌」とは参考にするという意味であり、

教育の課題が地域によって様々であることを踏まえ、地方公共団体の長は、地域の実

情に応じて大綱を策定するものであること。 

ウ 国の第 2期教育振興基本計画（平成 25年 6月 14日閣議決定）においては、主に第

1部及び第 2部のうち成果目標の部分が、大綱策定の際に参酌すべき主たる対象とな

ること。 

エ 大綱が対象とする期間については、法律では定められていないが、地方公共団体の

長の任期が 4年であることや、国の教育振興基本計画の対象期間が 5年であることに

鑑み、4年～5年程度を想定しているものであること。 

オ 法第 1条の 3第 4項は、教育委員会が今回の改正後も引き続き執行機関であること

から、大綱に記載された事項を含め、教育委員会の所管に属する事務については、自

らの権限と責任において、管理し、執行すべきものであり、地方公共団体の長が有す

る大綱の策定権限は、教育委員会の権限に属する事務を管理し、執行する権限を地方

公共団体の長に与えたものではないことを確認的に規定したものであること。 

 

（２）大綱の記載事項 

ア 大綱の主たる記載事項は、各地方公共団体の判断に委ねられているものであるが、

主として、学校の耐震化、学校の統廃合、少人数教育の推進、総合的な放課後対策、

幼稚園・保育所・認定こども園を通じた幼児教育・保育の充実等、予算や条例等の地

方公共団体の長の有する権限に係る事項についての目標や根本となる方針が考えら

れること。 
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イ 大綱は、教育行政における地域住民の意向をより一層反映させる等の観点から、地

方公共団体の長が策定するものとしているが、教育行政に混乱を生じることがないよ

うにするため、総合教育会議において、地方公共団体の長と教育委員会が、十分に協

議・調整を尽くすことが肝要であること。 

ウ 地方公共団体の長が、教育委員会と協議・調整の上、調整がついた事項を大綱に記

載した場合には、法第 1条の 4第 8項により、地方公共団体の長及び教育委員会の双

方に尊重義務がかかるものであること。なお、会議で調整した方針に基づいて事務執

行を行ったが、結果として大綱に定めた目標を達成できなかった場合については、尊

重義務違反には該当しないこと。 

エ 地方公共団体の長が、教育委員会と調整のついていない事項を大綱に記載したとし

ても、教育委員会は当該事項を尊重する義務を負うものではないこと。なお、法第

21条（現行法第 23条）に定められた教育に関する事務の執行権限は、引き続き教育

委員会が有しているものであることから、調整のついていない事項の執行については、

教育委員会が判断するものであること。 

オ 教育長及び教育委員には、法第 11条第 8項及び第 12条第 1項において、大綱に 

則った教育行政を行うよう訓示的に規定しているものの、調整がついてない事項につ

いてまで、大綱に則して教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならないも

のではないこと。 

カ 大綱には、地方公共団体の長の権限に関わらない事項（教科書採択の方針、教職員

の人事の基準等）について、教育委員会が適切と判断して記載することも考えられる

こと。 

キ 全国学力・学習状況調査の結果の公表については、その実施要領により、市町村教

育委員会は、それぞれの判断に基づき、当該市町村における公立学校全体の結果や当

該市町村が設置管理する学校の状況を公表することが可能である。このため、市町村

における公立学校全体の結果や市町村が設置管理する学校の結果の公表について、市

町村教育委員会が当該市町村の大綱に記載してもよいと判断した場合には、大綱に記

載することもあり得ると考えられること。 

 

（３）地方教育振興基本計画その他の計画との関係 

ア 地方公共団体において、教育基本法第 17 条第 2 項に規定する教育振興基本計画そ

の他の計画を定めている場合には、その中の目標や施策の根本となる方針の部分が大

綱に該当すると位置付けることができると考えられることから、地方公共団体の長が、

総合教育会議において教育委員会と協議・調整し、当該計画をもって大綱に代えるこ

とと判断した場合には、別途、大綱を策定する必要はないこと。 

イ 新たな地方公共団体の長が就任し、新たな大綱を定めた場合において、その内容が

既存の教育振興基本計画等と大きく異なるときには、新たな大綱に即して、当該計画

を変更することが望ましいこと。 
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２ 教育大綱の策定について（案） 

 

（１）法における大綱の策定について 

『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』では、「地方公共団体の長は、教育基本

法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公

共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」とい

う。）を定めるものとする。」としており、地方公共団体の長により、大綱を策定すること

とされていることから、市においても策定していく。 

 

（２）策定期限について   

大綱の策定期限は、通知等でも明確には示されていないが、改正法の施行後、速やかに

策定することが望ましいとされる。 

 

（３）参酌について 

大綱は、教育基本法に基づき策定される国の教育振興基本計画における基本的な方針を

参酌し、地域の実情に応じて策定するものとされている。 

   なお、長野県教育振興基本計画は、長野県教育委員会により既に策定済みである。 

また、「佐久市教育振興基本計画」も佐久市教育委員会により、今後、策定予定である。 

 

以上から、大綱の策定については、関連する計画等を参考にしつつ、「佐久市教育振興基

本計画」と足並みをそろえ、内容等を確認しながら、進めることとする。 

 

 

 

 


